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保育を取り巻く状況
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令和７年(2025)人口動態統計(速報)

【調査結果のポイント】

○出生数は、705,809人で過去最少（10年連続減少）  （対前年15,179人減少）

○死亡数は、1,605,654人で減少              （同13,030人減少）

○自然増減数は、△899,845人で18年連続減少                           （同2,149人減少）

○死産数は、16,101胎で増加    （同70胎増加）

○婚姻件数は、505,656組で増加   （同5,657組増加）

○離婚件数は、182,969組で減少  （同6,983組減少）
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令和８年２月26日公表
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こども政策の推進



日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、
将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動
に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱

〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存３

法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策

〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推進会
議を設置

 ① 大綱の案を作成
 ② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
 ③ 関係行政機関相互の調整 等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・民間

団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則

施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等

〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力

こども基本法
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根拠：こども基本法（R5年4月施行）。今後５年程度のこども政策の基本的な方針・重要事項を定めるもので、既存の３大綱（※）を一元化。
※「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」

目的：全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現

基本的な方針：こども基本法、こどもの権利条約等の理念を6つの柱に整理

①こども・若者は権利の主体、今とこれからの最善の利益を図る ②こども・若者、子育て当事者とともに進めていく

③ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援 ④良好な成育環境を確保、貧困と格差の解消

⑤若い世代の生活の基盤の安定、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望の実現 ⑥施策の総合性の確保

重要事項：こども・若者のライフステージ別に記載、子育て当事者への支援についても記載

施策推進の必要事項：こども・若者の社会参画・意見反映、自治体こども計画の策定促進 等

R5年4月：こども政策推進会議（会長：総理、構成員：全閣僚）を開催。こども大綱案等の策定について総理からこども家庭審議会に諮問。

9月29日：こども家庭審議会「こども大綱案に向けた中間整理」。

→ こども・若者、子育て当事者をはじめとする幅広い方々から約4,000件の意見（対面・オンライン等）

12月1日：こども家庭審議会「答申」（こども政策担当大臣に手交） → 答申をもとに政府においてこども大綱案等を作成

12月22日：こども政策推進会議において、こども大綱案等を取りまとめ後、閣議決定

※こども大綱等の下で進める具体的な施策は、今後、毎年６月頃を目途に、「こどもまんなか実行計画」として、こども政策推進会議で策定。

根拠：こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（R3年12月閣議決定）

・こどもの多様な居場所づくりについて、全ての関係者が
共有すべき理念を整理

・居場所づくり推進の4つの視点を整理

①「ふやす」～多様なこどもの居場所がつくられる

②「つなぐ」～こどもが居場所につながる

③「みがく」～こどもにとって、より良い居場所となる

④「ふりかえる」～こどもの居場所づくりを検証する

根拠：こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（R3年12月閣議決定）

・こどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」の重要
事項を、全ての人が共有すべき理念として整理

・こども基本法等の理念に基づき5つの柱に整理

①こどもの権利と尊厳

②安心と挑戦の循環（愛着形成、豊かな遊びと体験の重要性）

③切れ目なく育ちを支える

④保護者・養育者の成長の支援・応援

⑤こどもの育ちを支える環境等の整備

こども大綱

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン こどもの居場所づくりに関する指針

こども大綱等について
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こども性暴力防止法 ①

この法律の主な内容（中間とりまとめ素案より）

• 性犯罪歴のある人が教育・保育など、こどもに関わる仕事に就けないようにする仕

組みの導入

• ここでいう「こども」は０歳～18歳

• 確認される性犯罪は「強制わいせつ罪」や「公然わいせつ罪」などの刑法だけでなく

「痴漢」「盗撮」などの迷惑防止条例も含まれる。

• 特定性犯罪前科の確認対象 「拘禁刑（服役）：刑の執行終了等から20年」 「拘禁

刑（執行猶予判決を受け、猶予期間満了）: 裁判確定日から10年」 「罰金：刑の執行

終了等から10年」
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こども性暴力防止法 ②

この法律の主な内容（中間とりまとめ素案より）

• 義務対象となる施設は保育園などの児童福祉施設、幼稚園～高校までの教育施設

• 任意での対象となる施設は、民間教育等施設（スイミング、学習塾、技芸）、認可外

保育施設

• 対象となる施設で就労していて子どもに関わる職種は全員、過去の性犯罪の履歴

を照会します。職員個別の公表はしませんが、施設ごとに全職員が照会済みである

ことを利用者に知らせる必要があります。

• 照会が終了した施設には、そのことを示す掲示物が交付されます。

• 教育・保育現場における性暴力防止のための体制整備（職員研修、防カメなど）

• こども自身への啓発や、相談・支援体制の強化
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こども性暴力防止法 ③

◆この法律において私たちが行うこと

• 私たち保育園職員にとって大切なのは、日々の関わりの中で「こどもの安全と安心

を最優先にする」ことです。ちょっとした違和感や不安を見逃さず、職員同士で声を

かけ合い、必要に応じて園長や関係機関に相談することが求められます。

• この法律は『特別なことを新しく行う』というよりも、これまで以上にこどもの権利

と安全を守る意識を高めることを目的としています。職員一人ひとりが子どもの人

権を理解し、日常の保育の中で実践していくことが大切です。

• 現在、こども性暴力防止法準備検討委員会で法律の細部が検討されています。年

末までに話し合われたことをまとめ、ガイドライン等を作成し、令和８年12月までに

この法律が施行されることが決まっています。施行されると私たちはひとりひとり

「犯罪事実確認」の手続きが求められます。「犯罪事実確認」のフローは別紙で説明

します。

23



24



今のうちに準備する「こ性防法」①
【事業者の準備】

• 犯罪事実確認を行う対象職員の範囲決定

• 犯罪事実確認は基本的にシステム上で行います。そのため、各法人で「GビズIDプラ

イム」の「GビズIDアカウント」の取得が必要になります。

• 「GビズIDアカウント」の取得には、①パソコンもしくはタブレット、②登記上の代表

者のマイナンバーカード、③マイナンバーカードを読み取ることが可能なスマートフォ

ン、④「③」のスマホに「マイナポータル」「GビズIDアプリ」をダウンロード、⑤電子証

明書暗証番号、⑥利用者証明用電子証明書暗証番号が必要です。

• 「GビズIDアカウント」の取得は登記上の代表者ご自身が、ご自分で行うことが望ま

しいと考えます。登記上の代表者以外の名前で「GビズIDアカウント」を取得するこ

とはできません。
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今のうちに準備する「こ性防法」②

【職員への告知】

• 「こ性防法」が令和８年１２月からスタートすることの説明（この資料をご活用

ください）

• 犯罪事実確認を行う対象職員であることの説明

• 犯罪事実確認は事業所の作業だけでなく、対象職員がご自身で行っていた

だく作業があります。

• 対象職員は「こ性防法」のシステムへご自身のマイナンバーカードの情報を

アップロードする必要があります。（戸籍情報のアップロード）

• マイナンバーカードの取得、マイナポータルのダウンロード、マイナンバーカー

ドが読み取り可能なスマホの準備
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•本業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等

事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法

律（令和６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。）

に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認

が必要となります。 

•特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こ

ども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を

講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯

罪の前科がないことを求めることとしています。 

•このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、

特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 

求人票に記載する特記事項
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• （職員等） 

• 第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性
暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。）第２条第
４項に規定する教員等に該当するものとする。ただし、第九号から第十一号に掲げる者については、業務を通して
児童等と接する機会のない者を除く。 

• 一 園長 

• 二 副園長 

• 三 事務局長 

• 四 主任 

• 五 副主任 

• 六 保育士 

• 七 保育補助 

• 八 保健師、看護師、准看護師

• 九 管理栄養士、栄養士

• 十 調理員 

• 十一 事務員 

就業規則改定案①
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（犯罪事実確認の手続に応じる義務） 

• 第○条 職員は、法人の指示に従い、こども性暴力防止法に基づく犯罪事

実確認に必要な手続等に対応しなければならない。 

就業規則改定②
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• （懲戒の事由） 

• 第○条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、【けん責、減

給、出勤停止、降格、諭旨退職又は懲戒解雇（注：就業規則の別条に定める

懲戒の種類を列挙）】とする。 

•  法人内の秩序又は風紀を乱したとき。 

•  本規則その他法人の定める規程に違反したとき。 

•  業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

• こども性暴力防止法に規定する児童対象性暴力等に該当する行為又は

それにつながる不適切な行為を行ったとき。 

• 学歴、職歴、資格、犯罪歴等

就業規則改定③
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社会福祉法人〇〇〇 職員誓約書

私は社会福祉法人〇〇〇の一員として、下記の事項を誓約いたします。

１、子どもへの誓い
子ども一人ひとりが持つ権利を尊重し、その最善の利益を第一に考えて、誠実に保育を実践します。

２、保護者への誓い
子育てのパートナーとして、保護者と信頼関係を築き、誠意をもって向き合います。

３、同僚への誓い
同じ職場で働く仲間として互いを尊重し合い、協力しながら業務に取り組みます。

４、自己の成長・専門性の保持
保育所保育指針に準拠し、保育のプロフェッショナルとして常に学び続け、自らの資質・専門性向上に努めます。

５、個人情報保護の徹底
在園児、卒園児、保護者、職員等、社会福祉法人〇〇〇が行う事業に関わる、すべての個人情報を慎重に取り扱い、
守秘義務を厳守します。

６、法令遵守（子ども性暴力防止法関係）
私はこれまで「子ども性暴力防止法」に基づく特定性犯罪を犯しておりません。また、今後も法令を遵守し、保育の
専門職としての自覚を持って行動します。

上記の内容を理解し、遵守することをここに誓約いたします。 31



令和８年度予算
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安全計画と事業継続計画の違い（比較表）

安全計画は「予防」が中心、事業継続計画は「継続・復旧」が中心です。

比較項目 安全計画 事業継続計画（BCP）

目的
子どもの事故や危険を未然に防ぎ、日常の安全を確保する。 災害や感染症が起きても、必要な保育・支援をできるだけ継続し、早く

再開する。

主な対象場面 通常保育、午睡、食事、園外活動、送迎、施設内外の安全確認 地震、風水害、停電、断水、感染症拡大、職員不足など非常時

主な内容 設備の安全点検、安全指導、職員研修、訓練、保護者への周知 優先業務の整理、職員体制、連絡網、代替手段、備蓄、復旧手順

時間軸 平時から継続して運用する。 非常時の初動から復旧までを見据えて運用する。

見直しの視点
ヒヤリハット、事故、訓練結果、環境変化を踏まえて更新する。 災害・感染症対応、訓練結果、体制変更、連絡先や備蓄の変化を踏まえ

て更新する。

ひとことで言うと 事故を起こさないための計画 保育を継続し、立て直すための計画

子どもの安全安心を守るためには、
「事故を防ぐ計画」と

「止めずに続ける計画」の
両方が必要です。

① 日常（平時）に整える
安全計画

• 園庭・保育室・遊具の点検
• 午睡・食事・園外活動の安全手順
• 職員研修と避難訓練

② 非常時に動かす
事業継続計画

• 誰が出勤できるかを確認
• 優先する保育・連絡方法を切り替える
• 備蓄や代替手段で継続を図る

③ 復旧後
に見直す

訓練や実際の対応を
踏まえて更新（見直し）
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こども家庭審議会
子ども・子育て支援等分科会

43

令和７年度～ 保育三団体各委員名

公益社団法人 全国私立保育連盟常務理事 髙谷俊英
社会福祉法人 全国保育協議会副会長 北野久美
社会福祉法人 日本保育協会 新保雄希



令和７年度子ども・子育て支援等分科会(１)

日程 議事内容 発言要旨

8月
４日

（月）

第11回

(1) 子ども・子育て
支援関係制度
改正等の状況
について

(2) こどもまんなか実
行計画2025の
策定について

(3) こども誰でも通
園制度の施行
について

(4) 子ども・子育て
支援法に基づく
基本指針の改
正について

(5) 保育施策関係
の最近の動向
について

(6) こども性暴力防
止法の施行に
向けた主な論
点及び検討の
方向性について

・人口減少地域においては、認可保育所の最低定員の20人を下回った児童数の園が多数ある。仮に児童数が20人の
半分の10人となっていても、公定価格上は20人単価で積算されることとなる。単価は小規模保育事業の12人区分よりも
かなり低く設定されており、バランスを欠いている。恒常的に定員を上回る園には減算措置が適用されているので、反対に、
20人定員の園が恒常的に定員を下回った場合には、新たな加算措置の実施をぜひお願いしたい。
・公定価格の充実については、今後とも人事院勧告の内容に準拠するとともに、その算定にあたっては事業に必要な項目を
積み上げて積算する方法を堅持していただくよう、さらに、保育士等の俸給の格付けにあっては、平均経験年数の実態や、
職員の役割と責任に応じたものとするよう、改善をお願いしたい。また、職員の配置基準については、保育士は当然として、
保育士以外の調理員、事務員等の配置改善にもぜひ取り組んでいただきたいと強く要望する。
・急激な物価高騰への対応について、全私保連が行った実態調査によれば、特に給食食材費と水道光熱費は令和６年度
において対前年比だけでも10％を超える増支出となった施設が３割程度となっている。その対策として国が地方に拠出した
交付税による対応も、自治体によって大きなばらつきが見られた。国の物価高騰への対策が自治体の判断でこども関連の
支出に回されない、ということがないような制度設計や対応をお願いしたい。
・こども性暴力防止法の施行への対応として、法施行を１年半後にひかえ、すでに採用した職員で該当者があった場合など
困難ケースに対応するためのガイドライン等の作成・周知を早期に実施していただき、現場が混乱しないような取組みをお願
いしたい。
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※第10回は令和７年４月18日に持ち回り開催



令和７年度子ども・子育て支援等分科会(２)

日程 議事内容 発言要旨

10月
20日

（月）

第12回

(1) 令和８年度予
算概算要求に
ついて

(2) こども誰でも通
園制度の本格
実施に向けた
検討状況につ
いて

(3) 公定価格につ
いて

・こども誰でも通園制度に関して、利用者数が対象となる子どもの数に比して少なすぎる印象である。制度の趣旨はすばらしく、
新しい財源を措置して実施する意義は大きいが、現場では制度の認知度がなかなか上がらない。自治体の取り組みや施
設側のモチベーションに課題があると感じる。特に広報や補助単価の低さに問題があるように思うので、引き続き検討会で議
論を進め改善していただきたい。また、家庭での子どもの虐待等が疑われる場合には、施設と自治体等が連携して対応すべ
きとされている。しかしながら、子どものあざや傷を指摘された保護者が、次回からは同じ施設を利用しない場合や、あえて連
携の取りづらい近隣自治体の施設への預け替えをするケースも考えられる。こうした場合に備え、「在住する自治体の責任」
を「手引き」で明確に位置づけ、広域利用の場合でも虐待等が疑われる場合は在住する自治体が中心となって必要な情
報のやり取りを行い、子どもを守る必要があると考える。
・職員配置基準について、資料によれば３、４、５歳の改善後の配置基準を満たしている施設が９割を大きく超えている。
制度の趣旨に鑑み、４・５歳児配置改善加算におけるチーム保育推進加算を受けている施設への不適用をやめるとともに、
１歳児配置改善加算の「保育士の平均経験年数等の要件の撤廃」をぜひお願いしたい。
・今般の急激な物価高騰に関して、個別費目の積み上げによる算定の中で、物価の公定価格への適時かつ適切な反映を
お願いしたい。
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※第13回は令和７年12月23日に持ち回り開催



令和７年度子ども・子育て支援等分科会(３)

日程 議事内容 発言要旨

3月
18日

（水）

第14回

(1) こどもまんなか実行計画
2026の策定について

(2) 公定価格の地域区分に
ついて

(3) 保育所・幼保連携型認
定こども園における給食
の外部搬入について

(4) 保育現場におけるハラス
メント防止対策の推進に
ついて

(5) 財産処分の要件の見直
しについて

(6) 規制改革実施計画を踏
まえた対応（保育所に
おける付加的保育・付
加的サービス）について

・給食の外部搬入について、子どもの育ちにとって最も大切な一つを、特に満３歳未満児という子どもの育ちにとって
大切な時期に、外部の事業者に委ねてしまうことは、保育者としては心苦しさを感じざるを得ない。公立・民間に
関わらず子どもを中心に考え、安易に外部委託の選択をしないための制約、自園での調理・提供に実質的に近い
ものにするための要件を課すべき。
・保育所における付加的保育、付加的サービスも同様に「規制改革の要請」があることは承知しているが、日本の将
来を担う子どもたちの育ちに関するものは、「こどもまんなか」の視点をより重要視するべきと考える。ぜひ、強力なリー
ダーシップを発揮し、各方面との調整を図っていただきたい。
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おわりに

ご清聴いただき、ありがとうございました。
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